
別
表
第
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
事
業
者

介
護
保
険
法
第
百
十
五

条
の
四
十
五
の
三
第
一

項
の
指
定

同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
九
の
規
定
に
よ
る
同
法

第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
の
取
消
し

が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五

の
三
第
一
項
の
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
。

平成™�年�月™œ日 水曜日 (号外第˜›˜号)官 報

第
四
十
四
条
の
二
第
二
号
中
「
第
三
十
八
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
七
条
ま
で
及
び
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
二
中
「
第
四
十
二
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
た
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
四
十
二
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定

に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

（
歯
科
衛
生
士
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
直
接
の
」
を
削
り
、「
女
子
」
を
「
者
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
七
を
第
十
三
条
の
八
と
し
、
第
十
三
条
の
六
を
第
十
三
条
の
七
と
し
、
第
十
三
条
の
五
を
第
十
三
条

の
六
と
す
る
。

第
十
三
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
五

歯
科
衛
生
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
歯
科
医
師
そ
の
他
の
歯
科
医
療
関
係
者
と

の
緊
密
な
連
携
を
図
り
、
適
正
な
歯
科
医
療
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
の
五
」
を
「
第
十
三
条
の
六
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
号
中
「
第
十
三
条
の
六
」
を
「
第
十
三
条
の
七
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
三
項
を
附
則
第
二
項
と
し
、
附
則
第
四
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。

附
則
第
五
項
中
「
附
則
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
四
項
と
す
る
。

附
則
第
六
項
中
「
附
則
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
五
項
と
す
る
。

附
則
第
七
項
中
「
附
則
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
項
」
に
、「
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
附
則
第
三
項
及
び

第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
六
項
と
す
る
。

（
生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、「
要
支
援
者
を
い
う
。」の
下
に
「
以
下
こ
の
項
及

び
」
を
、「
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
の
下
に
「
行
わ
れ
、
困
窮
の
た
め
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
（
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
居
宅

要
支
援
被
保
険
者
等
を
い
う
。）に
相
当
す
る
者
（
要
支
援
者
を
除
く
。）に
対
し
て
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る

事
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。八

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
（
介
護
予
防
支
援
計
画
又
は
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一

号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
に
よ
る
援
助
に
相
当
す
る
援
助
に
基
づ
き
行
う
も
の
に
限
る
。）

第
十
五
条
の
二
第
五
項
中
「
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
、
同
条
第
三
項
」
を
削
り
、「
同
条
第
四
項
」を「
同

条
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、「
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
、
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」

に
、「
同
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
、「
同
条
第
十
二
項
」を「
同

条
第
十
項
」
に
、「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
、「
同
条
第
十
六
項
」
を
「
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同

条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
八
号
」
を

加
え
、「
第
八
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
と
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
訪
問
事
業
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
及
び
同
号
ハ
に
規
定
す
る
第

一
号
生
活
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
に
相
当
す
る
支
援
を
い
う
。

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
及
び
介
護
予
防
福
祉
用
具
」
を
「
、
介
護
予
防
福
祉
用
具
及
び
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
を
い
う
。
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。）」
に
、「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
第
三
項
」
に
、「
並
び
に
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
、「
第
八
条
の

二
第
十
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、「
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」の
下
に「
並
び
に
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
事
業
者
（
そ
の
事
業
と
し
て
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業

を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
」
を
「
、
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販
売
事
業
者
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
」
に
、「
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
」
を
「
、
介
護
予
防
福
祉

用
具
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
一
項
の
指
定
」
の
下
に「（
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
含
む
」
を「
含
み
、同
項
の
指
定
を
受
け
た
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
事
業
者
（
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含

む
。）を
除
く
」
に
、「
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
」
を
「
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

５

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
指
定
（
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
第
五
十
条
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
一
条
（
第
二
項
第
一
号
、
第
八
号
及
び

第
十
号
を
除
く
。）、
第
五
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
介
護
機
関

（
同
項
の
指
定
を
受
け
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
（
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
指
定
を

受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）に
限
る
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九

条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
五
十
条
第
一
項
中

「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
二
中
「
指
定
医
療
機

関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知

事
」
と
、
第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、同
条
第
二
項
中「
指

定
医
療
機
関
が
、
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
が
、
次
の
」
と
、「
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
医
療
機

関
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
大
臣
が
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
が
」
と

あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
は
」
と
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
、
第
五
十
二
条
第
一
項
並
び

に
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、

同
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
定
め
る
審
査
委
員
会
又

は
医
療
に
関
す
る
審
査
機
関
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
保
険
法
に
定
め
る
介
護
給
付
費
等
審

査
委
員
会
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、「
社
会
保
険
診
療
報

酬
支
払
基
金
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
」
と
、
前
条
第
一

項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
に
係
る
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事
）」と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、「
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は

「
指
定
介
護
機
関
若
し
く
は
指
定
介
護
機
関
」
と
、「
命
じ
、
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
命
じ
、
指
定
介
護

機
関
」
と
、「
当
該
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
介
護
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
八
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十

五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
の
項
中
「
第
五
十
五
条
の
二
」
を
「
第
五
項
並
び

に
第
五
十
五
条
の
二
」
に
改
め
、
同
表
都
道
府
県
の
項
中
「
）
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
」
を
「
）
並
び
に
第
五
十

四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
」
に
、「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第

五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
二
項
」
に
、「
第
五
十
五
条
の
二
」
を
「
第
五
項
並
び
に

第
五
十
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条

生
活
保
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
同
条

第
十
八
項
」
に
、「
同
条
第
十
八
項
」
を
「
同
条
第
十
九
項
」
に
、「
同
条
第
十
九
項
」
を
「
同
条
第
二
十
項
」
に
、「
同

条
第
二
十
項
」
を
「
同
条
第
二
十
一
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
二
項
」
を
「
同
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
第
八
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
二
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
六
項
」
を
「
同
条
第
二
十
七
項
」に
、

「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。
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